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1.能力評価に有効な就業履歴
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能力評価に有効な就業履歴

• 就業履歴を蓄積する際、以下の情報が含まれている必要あり

① 所属事業者：関連付けがないと施工体制技能者登録が出来ない

② 職種：能力評価基準に指定された職種を選んでいるか

③ 立場：レベル３・４にアップするには職長・班長等の実績が必要

④ 資格：職種ごとに各レベルで取得すべき資格が規定されている
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• 令和11年3月末までは所属事業者の経歴証明で能力評価を受けることが出来る

• 能力評価受審までにCCUS技能者情報に資格情報を全て登録すること

• どの能力評価基準でレベルアップしていくのかを決め、その職種を「主たる」に位置付ける

• 代理も含め実際の業務として行っている者に立場を登録



現場施工体制登録

施工体制登録、施工体制技能者登録

元請

一次

二次

技能者

① 施工体制登録

② 施工体制技能者 
（作業員名簿）登録

上位事業者が要請し、
下位が承認

事業者が
関連付けが出来ている
所属技能者から
選択して登録

一次

二次

技能者

二次

技能者

一次

二次

技能者

二次

技能者

一次

二次

技能者

二次

技能者

• ①施工体制登録

• ②施工体制技能者(作業員名簿)登録の中で職種・立場を
設定する。

職種・立場
・作業内容

保有資格

評価に有効な

③ 就業履歴の蓄積

元請

現場ごとに決める
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能力評価に不完全な履歴(事業者名・職種未登録)確認
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所属事業者ID・事業者名
が表示されない

職種・立場が表示されない

• 就業履歴は、510_閲覧-60_自社に関する現場・就業履歴で「就業履歴
月別カレンダー」を確認

月1回災防協等を利用し、事業者名・職種が未登録の技能者は下請に修正を依頼。
施工体制を修正すると当月及び前月の履歴を当財団で自動修正致します。



2. 現場運用のポイント     
(施工体制・施工体制技能者登録・就業履歴確認）
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現場運用のポイント
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就業履歴確認
・修正
元請・下請

現場主体で管理

事業者登録

技能者登録

基本情報登録

技能者ごとに評価基準を検討

職種の選択

●技能者登録時：所属
事業者との関連付け

●技能者登録時：受審する能力評価基準
指定の職種コードとする(追加で登録可）

職種コード

本社・管理部門主体で管理

現場登録
元請(管理部門）

施工体制登録
元請・下請

施工体制
技能者登録
下請(上位事業者)

●施工体制技能者登録時：登録技能者
の「編集」ボタンから「職種」、「立場」等
を確認し適正な状態に修正する

●就業履歴蓄積期間中：月に1度、
就業履歴月別カレンダーを見て不完全
な履歴がないかチェックし修正



元請

維持補修工事
事務所 等

一般土木工事

建築新築工事

現場

現場

現場

現場

現場

現場

現場

現場

現場

まとめ現場として登録：令和〇年度 諸口工事等

A
社

B
社

C
社

●

災害復旧・住宅・リニューアル・小規模・諸口工事等での展開を想定
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●年間を通じて開設
しておく
●いつも従事する下
請はあらかじめ施
工体制登録・技能
者登録しておく

「まとめ現場」にて就業履歴を蓄積する

小規模現場を多く抱える場合の現場運用



⚫ 社会資本の維持管理、除雪、災害復旧等の業務は、地域住民の生命・財産を守り、
社会経済活動を支える極めて重要な業務であり、建設業が「地域の守り手」として担って
いるもの。

維持管理、災害復旧等におけるCCUSの利用促進

運用のポイント

現場登録

毎年発生する場合は、
通年まとめ現場として1件に集約
発注者別に現場を立てると就労報告に利用可能

就業履歴
蓄積期間

通年まとめ現場は20年先まで伸ばしておく

施工体制
登録

常時参画する下請企業を登録しておく

施工体制
技能者登録

誰が来ても登録できるよう、雇用されている
技能者は全員登録しておく

就業履歴
登録方法

直行直帰となることを想定して、
作業日報を見ながら後日直接入力
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毎年発生する場合は、
通年まとめ現場として1件に集約
発注者別に現場を立てると就労報告に
利用可能

通年まとめ現場は20年先まで伸ばし
ておく

常時参画する下請企業を登録しておく

誰が来ても登録できるよう、雇用され
ている技能者は全員登録しておく

直行直帰となることを想定して、
作業日報を見ながら後日直接入力

備考

「道路維持管理業務」、
「除雪業務」、
「●●県災害復旧工事」等

年度ごとに区切りたい場合は、
年度ごとに現場登録も可能

実際に参画・作業しなくても登
録しておく

職長、班長は実績あれば立場
を付けておく

下請が入力する場合は2か月
以内に元請が承認する必要あ
り
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3. 現場登録・現場管理者の設定  
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現場登録・現場管理者の設定

• 元請：現場登録のポイント

ポイント

●元請は現場契約完了後
速やかに現場を登録する

●現場登録時に必要とな
るので、「現場管理者」を事
前に設定しておく

• 現場を登録する前に、その現場でCCUSの運用を担当する「現場管理者」を設定する
• 現場管理者ID（無料）を取得後、セキュリティコードを使って覚えやすいパスワードに変更しておく

１）現場管理者の設定：

• 現場名は、下請け事業者など関係者からわかりやすい名称とする
• ダミーで現場を設定する場合でも、住所・電話番号は実在の情報が必要となる
• 住宅などでは、「A邸新築工事」など個人名が特定されないように配慮する
• 契約情報登録は任意だが、施工体制台帳など安全書類への連携が増える

２）現場情報の登録：

現場管理者の設定
「810_事業者管理メニュー」
「20_組織ユーザ管理」

現場管理者IDを取得し、
パスワードの変更をしておく

「610_現場・契約 メニュー」
「10_新規(個別登録)」 現場情報の登録

「契約及び工事情報登録の有無」の
スライドスイッチを「ON」にして登録

契約情報の登録（任意）

施工体制台帳等の網掛け部分に反映される
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現場管理者権限
がお勧め



4. 技能者の関連付け（変更代行申請）  
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技能者の関連付け（事前確認方法）
○事業者は所属する技能者が正しく登録されているか、事前に確認してください。
※正しく登録されていないと作業員名簿を登録する際、技能者が表示されません。(事業者ID未入力)

○具体的な変更申請の方法は、「現場運用マニュアル第２章」を参照してください。

所属事業者が確認するメニュー 【510_閲覧→30_技能者の検索】

技能者が確認するメニュー 【310_閲覧→30_所属事業者情報】

【重要】
所属事業者ＩＤ欄が空白の場合、
たとえ所属事業者名欄に会社名が表示されていても、
関連づけが設定されていません。

【重要】
技能者登録済みで技能者一覧に表示されない場合は
関連づけが設定されていません。
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5. 就業履歴の登録  
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カードリーダーの設置方法・建レコの使い方

○現場に設置する機器類（パソコンやカードリーダー等）やインターネット環境は元請事業者が準備します。
○就業履歴を蓄積するための就業履歴登録アプリ（建レコ）を事前にインストールします。

※アプリ「建レコ」は、ホームページから無料でダウンロードできます。
○インターネット環境が用意できない現場では、就業履歴を事後に直接システムへ登録することもできます。

※直接入力された就業履歴を登録する際は元請事業者の承認が必要となります。

現場設置イメージ

現場内での周知啓蒙用
ポスターはホームページの
『現場運用マニュアル』の
ページからダウンロード

Windowsパソコン
とカードリーダを設置
した例

iPadとカードリーダを
ブルートゥース接続し、
設置した

iPhoneとカードリーダ
をブルートゥース接続し、 
設置した例

「通信装置・環境」＋ 「カードリーダー」 ＋ 「アプリ」が必要

現場運用マニュアル第６章
第7章建レコ・カードリーダー
の利用方法等参照



カードリーダーの設置イメージ
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作業員
詰所

入場
ゲート

建設キャリアアップ
カードをタッチして

ください！（音声）

安全通路上で、技能者が必ず通る
導線上に配置

人感センサーによるスピーカ
ーを設置して、技能者に自
動呼びかけ

戸建住宅現場の屋内
にiPadを設置

カードリーダーを朝礼会場に持ち
込んで、その場でカードをタッチ

マンションのリフォーム現場で施工しな
い部屋の棚に設置
日々、設置箇所を移動するため、き
め細かに周知することが重要

屋外のため、盗難防止や雨対策の
観点から、ガードマンボックスを活用
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建レコを利用した就業履歴の登録方法（現場運用マニュアル第7章）

建レコの利用イメージ

○現場管理者IDまたは管理者IDで建レコにログインします。
○管理現場一覧に当該現場管理者が担当者として設定された現場が表示されます。
○就業履歴を蓄積する現場を選択し、就業履歴を登録します。

入退場を記録する方法

就業履歴のみ記録する方法

読み込み時の画面



ロギング機能カードリーダー活用例(Bluetoothタイプ)
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③ 建レコの起動

② 事務所に持ち帰り

⑥ カードリーダーの接続確認と同時に
ロギングしていた履歴を取込み

⑧ 建レコへの登録が完了
＊通信環境が良ければ自動で送信

④ カードリーダースイッチオン ⑤ 「就業履歴登録を開始」ボタン

① 現場でタッチ

＊Dragon_BLE
（Bluetooth接続カードリーダー） 

⑦ 「登録する」ボタンを押すと



iPhoneのカードリーダー化

[従来] [建レコがインストールされたiPhone
を活用すると]

現場毎に、
「PC等」と「カードリーダー」
が必要

カードリーダーは不要(iPhoneのみでOK!)
iPhoneの裏側にCCUSカードをタッチ

【対象環境】
・iOS16以上のiPhone ※建レコ対応のiOSに準じる
(iOS16へアップデート可能な機種は、 iPhone8以降及びiPhoneSE第2世代以降）

・建レコver 1.2.10 以上 ※AppStoreからインストールしてください

【使用方法】 【利用例】

通信回線が届かなくても、現場での就
業履歴はiPhoneへ蓄積

（通信回線が届く場所へ戻った後、CCUS
と連携し就業履歴を登録）

【山奥の現場】

【舗装工事】

通信回線が届かず、CCUSにデータ登
録が出来ない

作業場所が日々変わるため、PCや
カードリーダーの常設が困難

iPhone一つあれば、CCUSへ就業履
歴の蓄積が可能

⚫ 現場での就業履歴の蓄積促進に向け、蓄積環境の整備を図る観点から、現場利用に必要な機器等に係る負担
軽減の各種取組を展開。

⚫ その一環として、今回、iPhoneをカードリーダーとしても使用できるよう、建レコに機能を追加。
⚫ 建レコがインストールされたiPhoneにCCUSカードをタッチすることで就業履歴を蓄積することが可能。
これにより、カードリーダーは不要に。

（2024年1月29日供用開始）

【留意事項】
・今回新たに提供するiPhoneのカードリーダー化は、CCUSカードの暗号化されていない
領域を利用して就業履歴を蓄積するため、これまでと比べ偽造防止のセキュリティレベ
ルは低くなっています。ご利用に当たっては、その旨ご承知おき下さい。

※iPhoneへ就業履歴を蓄積するには、あらかじめ現場情報や技能者情報
を建レコにダウンロードしておく必要があります。
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6. 就業履歴の直接入力  
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就業履歴の直接入力（カードタッチ出来なかった場合の事後補正）

技能者本人による就業履歴の直接入力 所属事業者による就業履歴の直接入力

○技能者が建設キャリアアップカードを忘れた場合など、事後にシステムに直接入力することで就業履歴を蓄積
（補正）することが可能 ※ただし、働いた日の翌月末までしか補正（直接入力）できないため注意
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●就業日の翌月末までに
元請の承認が必要！

●就業日の翌月末までに
元請の承認が必要！

＊技能者でログインして
320_就業履歴-10_入力

＊所属事業者でログインし、
710_代行申請-70_就業
履歴入力代行（個別登録）



7. 事業者間合意・代行技能者登録 
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事業者間合意と代行技能者登録

• 上位事業者が代行して施工体制技能者登録を行うには
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●代行する事業者と代行される事業者間で、
「事業者合意要請」 「承認」

●代行登録される技能者が所属事業者に対して
代行登録されることに「同意」

事業者間合意

代理手続き同意

元請など、更に上位の事業者でも、代行される事業者（ここでは二
次）と事業者間合意を結べば元請が代行して技能者登録が可能

① 施工体制登録元請

一次

二次

技能者

① 施工体制登録

② 施工体制技能者 
（作業員名簿）登録

1. 事業者でログインして620_施工体制登録-10_施工
体制登録から施工体制登録を行う。

② 代行技能者登録

2. 代行技能者登録：

1. 事前準備：

2. 代行して技能者登録する事業者(ここでは一次)が
620_施工体制登録-20_技能者登録画面から、代
行される事業者(ここでは二次)を選択し、設定

3. 技能者を検索すると、代行登録同意済み技能者が表
示されるので、選択して登録

＊技能者でログインして
340_施工体制登録- 10_代理手続きの同意確認_か
ら、◉行選択し、◉同意する にチェックして「設定」



8.モデル工事：工事成績評定の実践要領・基金のサポート
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モデル工事の目的

• 直轄モデル工事実施要領：
• 建設キャリアアップシステムの活用を促進するため。

• 「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（令和４年６月１日付）
• 建設キャリアアップシステムは、技能労働者の有する資格や現場の就業履歴などの登録・蓄積を通じて、公共工事に従事する技能

労働者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられる労働環境を整備するとともに、適正な施工体制の継続的な確保や社会保険未加入

者の排除の徹底に加え、書類作成の効率化や現場管理の高度化など、建設企業の生産性の向上にも資することが期待される。国は、技能
労働者の能力評価制度の普及拡大や専門工事業者の施工能力等の見える化を通じて、建設キャリアアップ
システムの利用環境の充実・向上を図り、利用者からの理解の増進に向けた必要な措置を講ずるとともに、シ
ステムの活用を通じて技能労働者の処遇改善が図られるよう必要な施策の実施に積極的に取り組むこととし
ており、地方公共団体の長にあっては、その発注する公共工事の施工に当たって広く一般に受注者等による
建設キャリアアップシステムの利用が進められるよう、現場利用に対する工事成績評定における加点措置など、
地域の建設企業における利用の状況等に応じて必要な条件整備を講ずること。
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• システムの利用環境の充実・向上

• 利用者による「CCUSの意義・目的に照らした適切な運用方法の理解の増進」

を通じて、

➢ システムの活用を通じて広く技能者の処遇改善が図られること



 国土交通省 CCUS活用モデル工事実施要領での定義・指標
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建設業振興基金が提案する計測日のみで評価する手法

・登録事業者率： CCUS登録事業者の数／計測日に作業した下請企業の数
・登録技能者率： CCUS登録技能者の数／計測日に作業した技能者の数
・就業履歴蓄積率：建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして計測日に

工事現場へ入場した技能者の数／計測日に工事現場へ入場した
技能者の数

計測対象を計測日のみで完結させることで、
計測および報告にかかわる事務負担の軽減が期待される
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※目標基準を全て達成で1点加点、平均登録技能者率90%以上で更に1点加点
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モデル工事における成績評定の加点減点基準

 国土交通省 CCUS活用モデル工事実施要領での定義・指標



現場登録、施工体制登録、施工体制技能者登録、カードリーダー設置、就業履歴蓄積、帳票出力、評定受審、結果総括・展開

現場運用

サポート体制：モデル工事推進ロードマップ

工事成績
評定実施

発注者

受注者
（元請）

受注者
（下請）

技能者

＊運用状況把握
＊運用上の課題抽出・
アドバイス

＊事業者・技能者申請
登録状況ヒアリング/
サポート方法協議

＊カードリーダーの選定
～設置方法アドバイス

事前打合せ

＊CCUS概要説明
＊現場運用のポイント
＊実機を使った操作説明
＊申請登録状況フォロー
＊カードリーダーの選定・
設置状況フォロー

概要・運用方法
説明会１

＊CCUS概要説明
＊現場運用のポイント
＊モデル工事での運用状況
＊工事成績評定に関する
情報共有

概要・運用方法
説明会2

＊現場運用状況の確認
＊課題の抽出・フォロー
＊工事成績評定に係る
データの抽出・確認方法協議

＊評定実施要領の具体化協議

現場サポート・
情報交換会

打合せセッティング、説明会実施、申請登録状況確認・フォロー、現場確認・サポート、評定実施方法アドバイス、結果確認・展開

●目的：モデル工事参加者がCCUSの本質を理解し、適正な運用状況を共有したうえで
正当な評価が実現され、意義のあるモデル工事となることで普及促進を図る
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適正な現場運用
就業履歴の蓄積

直轄モデル工事の実施フロー

契約
▼

着工
▼

第1回
計測日

▼

第2回
計測日

▼

第3回
計測日

▼

完成
検査
▼

活用する旨の協議

事業者
登録

技能者
登録

就業履歴確認
・フォロー

元請・下請

施工体制登録

元請・下請

施工体制
技能者登録

下請(上位事業者)

現場登録

元請(管理部門）

発注者

受注者
（元請）

受注者
（下請）

技能者

技能者

義務化
モデル工事

活用推奨
モデル工事

3

指

標

の

計

測

実

施

・

証

憑

帳

票

の

作

成

・

提

出

3

指

標

の

計

測

実

施

・

証

憑

帳

票

の

作

成

・

提

出

3

指

標

の

計

測

実

施

・

証

憑

帳

票

の

作

成

・

提

出

（
全

回

数

の

指

標

を

平

均

）

帳票受領
確認

帳票受領
確認

帳票受領
確認

最終評価
設計変更
手続き

カ

ー
ド

リ

ー
ダ

ー
購

入

費

用

・

現

場

利

用

料

の

集

計

未達成
項目の
報告
要因・
改善策

未達成項目が
あった場合

確認

計測実施
方法・
提出帳票
の提案

確認

モデル工事見学会の開催

• • • •

• • • •

• • • •

• 最終計測時に
は各回の結果
を単純平均し
て、最終登録
率を算出
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参考：埼玉県発注の活用モデル工事試行要領改訂

• 対象：県土整備部が発注する全ての工事
• 発注者指定型、受注者宣言型(指定型以外で契約後受注者から申し出がある場合)
• 実施内容：①事業者登録、②現場・契約情報登録、③技能者登録、②就業履歴情報登録
• CCUSの活用にあたり、基金作成マニュアル等に基づき適正に実施 
• ①②全ての基準を達成した場合は、工事成績評定（5.創意工夫）において、１点加点する。
• なお、①・②いずれかが基準に達しなかった場合、様式１により未達成の項目・要因および改善策を発注者に報告
• カードリーダー購入費用及び現場利用料は支出実績を共通仮設費として積上げ計上し設計変更契約対象とする。
• 別に定めるアンケート調査について、発注者からの求めに対して回答すること

◆ 令和5年12月25日より施行

実施項目 達成基準 確認(提出)書類の例

① 技能者登録
登録技能者率（CCUS 登録技
能者の総数／技能者の総数）
６０％以上。 

・技能者の総数 
作業員名簿（建設業法施行規則第１４条の２第４項）

・CCUS 登録技能者の総数 
【CCUS 施工体制技能者登録が完了している者】

CCUS 施工体制登録技能者一覧 

【キャリアアップカード受領待ちの者】
登録完了メール（写し） 

② 就業履歴情報登録

カードリーダー等を設置し、③技
能者登録の対象者の就業履歴
情報の登録(蓄積)を30日以上
全工事期間行ったこと

リーダー等の現場設置状況写真、
CCUS就業履歴月別カレンダー

31

技能者登録完了確認を施工
体制技能者登録の完了有無
で確認することとしたことで、適
正な運用まで踏み込んだ。
作業員名簿をCCUS
で管理していれば自然と登録
率は100％をクリアできる。

就業履歴月別カレンダーを全工事期間分提出させ確認
することは受発注者ともに大きな負担にはならない

① 技能者登録
登録技能者率（CCUS 登録技
能者の総数／技能者の総数）
６０％以上。 

・分母：技能者の総数 
作業員名簿（建設業法施行規則第１４条の２第４項）

・分子：CCUS 登録技能者の総数 
【CCUS 施工体制技能者登録が完了している者】

CCUS 施工体制登録技能者一覧 

【キャリアアップカード受領待ちの者】
登録完了メール（写し） 

② 就業履歴情報登録

カードリーダー等を設置し、③技
能者登録の対象者の就業履歴
情報の登録(蓄積)を30日以上
全工事期間行ったこと

リーダー等の現場設置状況写真、
CCUS就業履歴月別カレンダー



モデル工事の方向性

32

竣工着工
計測日の設定 初 2 3

●実施項目：
①施工体制技能者登録状況
②全工期就業履歴蓄積環境

①複数の計測日で計測

①施工体制技能者登録状況
「発注者支援機能」の
1.CCUS利用状況を活用

 ＊施工体制登録技能者数及び
一覧が自動抽出可能

②「就業履歴月別カレンダー」
を毎月確認（元請）

提出は竣工検査時一括

●埼玉県試行要領＋直轄計測日完結方式



発注者支援機能の活用
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９.施工体制登録(要請・承認)及び施工体制技能者登録

34



＜登録モデル＞

・現場名：虎ノ門Ｂビル新築工事

・元請：高橋建設(株)

・１次下請事業者：塩沢建設(株)

・上記所属技能者：山田 太郎

35

施工体制登録及び施工体制技能者登録：操作画面による説明



元請の現場管理者IDとパスワードでログイン

36

施工体制登録 現場管理者IDでログイン



620施工体制登録 10施工体制登録

37

施工体制登録 620-10を選択



「検索」をクリック

38

施工体制登録 対象現場を検索



39

施工体制登録 対象現場を検索



対象現場を選択 設定

40

施工体制登録 対象現場を設定



個別登録をクリック

41

施工体制登録 個別登録



42

施工体制登録 施工体制事業者選択



検索をクリック

43

施工体制登録 登録事業者を検索



チェックを入れ 設定

44

施工体制登録 登録事業者を設定



45

施工体制登録 登録事業者の要請完了



下請事業者の管理者IDとパスワードでログイン

46

施工体制要請の承認・施工体制技能者登録 下請事業者のIDでログイン



通知の内容を確認

47

施工体制登録 施工体制登録の通知を確認



48

施工体制登録 施工体制登録の通知を確認



620施工体制登録 40承認要請リスト

49

施工体制登録 620-40を選択



確認をクリック

50

施工体制登録 承認要請内容を確認



下までスクロール
51

施工体制登録 承認要請内容を確認



承認をクリック

52

施工体制登録 要請の承認



53

施工体制登録 要請の承認



54

施工体制登録 要請の承認



55

施工体制登録 要請の承認完了



620施工体制登録 20技能者登録

56

施工体制技能者登録 620-20を選択



チェックボックスを付け替え 検索

57

施工体制技能者登録 登録現場を検索



該当現場を選択 設定

58

施工体制技能者登録 登録現場を設定



作業者情報までスクロール

59

施工体制技能者登録 登録現場を設定



明細登録をクリック

60

施工体制技能者登録 登録技能者の検索



検索をクリック

61

施工体制技能者登録 登録技能者の検索



登録技能者にチェック 設定

62

施工体制技能者登録 登録技能者の設定



作業者情報までスクロール

63

施工体制技能者登録 登録技能者の設定



編集ボタンをクリック

64

施工体制技能者登録 登録技能者情報の編集



65

施工体制技能者登録 登録技能者情報の編集



職種を確認 (作業内容入力) 立場を選択
66

施工体制技能者登録 登録技能者情報の編集



設定をクリック

67

施工体制技能者登録 登録技能者情報の編集



68

施工体制技能者登録 登録技能者の設定完了



登録ボタンをクリック

69

施工体制技能者登録 技能者の登録



70

施工体制技能者登録 技能者の登録



71

施工体制技能者登録 技能者の登録完了



元請の現場管理者IDとパスワードでログイン

72

現場管理者IDでログイン



510閲覧 50施工体制登録情報

73

施工体制登録情報の確認 510-50を選択



検索をクリック

74

施工体制登録情報の確認 対象現場を検索



該当現場にチェック 施工体制登録事業者

75

施工体制登録情報の確認 対象現場を選択



事業者IDをクリック

76

施工体制登録情報の確認 登録事業者の確認



77

施工体制登録情報の確認 登録技能者の確認


